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序編 準備書作成までの経緯

1準備書作成までの経緯
準備書作成までの経緯は次のとおりである。

長野県

公告・縦覧（1ヶ月）

住民等からの意見書

関係市町の意見書 環境影響評価

技術委員会

方法書に対する環境保全の見地からの知事意見書

事業者

方法書の作成・送付

環境影響評価項目・調査等の手法の選定

調査の実施（平成 28年 5月～1年 2ヵ月間）

予測・評価・対策検討

準備書の作成・送付

平成 28年 3月 28日

平成 27年 12月 21日
平成 28年 1月 21日
平成 28年 2月 19日

公告：平成 27年 12月 17日
終了：平成 28年 1月 18日

平成 28年 2月 1日まで 0通
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2方法書からの主な変更内容
2.1事業計画
事業計画の具体化に伴い、対象事業実施区域内にごみ焼却施設と併せて不燃物処理施設

を整備することとなったため、事業の種類に不燃物処理施設を追加した。

表 2.1.1 方法書からの変更点
項目 方法書 変更後

事業の

種類

ごみ焼却施設

（処理能力 120ｔ/日）
ごみ焼却施設

（処理能力 120ｔ/日※）
不燃物処理施設

（処理能力 3ｔ/日※）
※処理能力は計画年間処理量を基に事業者の提

案により決定する。

2.2評価項目
環境影響評価方法書において選定した評価項目に対して、長野県環境影響評価条例に

基づく環境保全の見地からの意見及び事業計画の具体化を踏まえて環境影響評価項目の

見直しを行った。

方法書からの主な変更内容については、「第 3 章 3.2 方法書からの変更内容」の項の
表 3.2.1(P3-3)に示すとおりである。


